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COVID-19 関連法令 (九)

営利事業所得税申告の延期又は分割納税申請時
の注意事項

新型コロナウィルス(Covid-19)の影響により、営利事業所得税の納付の延期又は分割納税を申請する際の注意事項のまとめ

は以下の通りです。

項目 延期後の期限 申請フロー

インターネットに

よる営利事業所

得税確定申告

(12月決算案件)

2020年5月1日

から

6月30日

(利息加算免除)

インターネットによる営利事業所得税確定申告時に併せて申請する。納税方法は「非

オンライン納税」を選択する。申告のアップロード完了後、「納税の延期又は分割納税

の申請」のメッセージが表示されるので、「オンライン申請」をクリックすると、財政部税

務ポータルサイトに自動でリンクされる。データを入力し、関連証明書類をアップロード

すると申請完了。

オンライン申請では以下の情報が自動入力される。

1. 統一番号

2. 県市別コード+案件受領番号

3. 損益及び税額計算表に基づく公庫へ自主追納する必要がある営利事業所得税額

4. 未処分利益申告書に基づく5％の未処分利益課税

5. 自ら入力した関連情報

紙ベースによる

営利事業所得

税確定申告

(12月決算案件)

2020年5月1日

から

6月30日

(利息加算免除)

受付カウンター又はオンラインで申請書を入手、記入し、証明書類を添付した後、受付

カウンター、FAX又は郵送で申請書を提出する。

申請書ダウンロード

インターネット申請は、財政部税務ポータルサイト（https://www.etax.nat.gov.tw）のオ

ンラインサービス>オンライン申請>税務オンライン申請から、「伝染性肺炎専区」を選

び、国税の納付延期又は分割納税の申請を選択する。

Covid-19の影響による納税の延期又は分割納税の申請専用ページは以下の通り。

Covid-19の影響による納税の延期又は分割納税の申請専用ページ

関連Q&A

(操作マニュアル

を含む)

財政部税務ポータルサイト：

COVID-19の影響による営利事業所得税の納付延期又は分割納税の申請時の注意事項

（https://download.tax.nat.gov.tw/pia/PIA-QA_COVID-19.pdf）

納税延期又は分割納税の申請前に、営利事業所得税額を確定し、確定後は変更することは出来ない。

http://www.mof.gov.tw/covid19/download/d99a1426269b4ca8a88095c5705f2717
https://www.etax.nat.gov.tw/
https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW118W/VIEW/1268
https://download.tax.nat.gov.tw/pia/PIA-QA_COVID-19.pdf
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関連Q&Aの抜粋は以下の通りです。

問題 説明

Q3 納税延期又は分割納

税の申請の要添付書

類とは?

申請条件は以下2種類

1. 経営が困難なため中央目的主務機関に協力を求める場合

例：救済補助振込明細、水道光熱費減免伝票証明、健康保険料の納付猶予申請、従

前の借入金の延長、運営資金借入金利息の減免補助に係る書類、給与及び運営資

金補助の承認公文書、又はその他中央主務機関からの救済措置の提供を証明する

に足る書類。

2. その他、COVID-19の影響による短期における売上高の急減を証明するその他証明

書類

例：営業人売上高・税額申告書(401表)、営業税403表又はその他売上高の急減を証

明するに足る書類、操業停止公告、又はその他COVID-19の影響による操業停止を

証明するに足る書類等。

Q5 納税延期又は分割納

税の満了後も支払え

ない場合どうすれば

よいか?

納税の延期又は分割納税が承認された場合、同一事由により納税の延期又は分割納税

を再申請することは出来ない。別の事由により未納税金について、納税の延期又は分割

納税を再申請する場合、前回納税の延期を選択した者は今回分割納税を選択できず延期

に限定される。前回分割納税を選択した者は、今回延期を選択できず分割納税に限定さ

れる。前回及び今回の納税の延期期間又は分割納税期間の合計は3年を超えてはならな

い。

Q10 審査により規定を満

たさないとされ、当初

の納税期限を超過し

た場合はどうなるの

か?

審査により規定を満たさないとされた場合、適切な納税延期期間が設けられた納税書が

再発行され、公文で納税義務者に通知される。よって納税期限の超過に係る問題は生じな

い。
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